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情報提供用  
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議案第１２号  

   上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会条例の制

定について  

 上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会条例を次のよ

うに定める。  

  平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会条例  

（設置及びその目的）  

第１条  上尾市西貝塚環境センターの施設及びペットボトル結束機の運転管

理業務に関し行われた一連の入札及びその契約について、その経緯、内容

等を明らかにすることを通じて、本市におけるこれまでの契約制度を検証

するため、上尾市西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。  

２  委員会は、前項に規定する検証の結果をもとに、当該入札に係る事件に

ついて、その再発防止策を市長に提言するものとする。  

（組織）  

第２条  委員会は、委員５人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

 (1 ) 弁護士その他の学識経験者   

 (2 ) 自治活動に豊富な経験を有する市民   

（委員の任期）  

第３条  委員の任期は、委嘱の日から第１条第２項に規定する提言が行われ

た日の属する年度の３月３１日までとする。  

（委員長及び副委員長）  

第４条  委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

（会議）  

第５条  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  
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２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

 （関係者の会議への出席等）  

第６条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

（庶務）  

第７条  委員会の庶務は、市長政策室において処理する。  

（委任）  

第８条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２中第１２号の２の次に次の１号を加える。  

  (12)の３  西貝塚環境センターの入札に関する第三者調査委員会委員  

  別表第１中１２の２の項の次に次のように加える。  

１２  

の３  

西貝塚環境センターの入札に関

する第三者調査委員会  

 委員長  

 委員  

 

 

日額  １６，０００円  

日額  １５，０００円  

 （この条例の失効）  

３  この条例は、第１条第２項に規定する提言が行われた日の属する年度の

３月３１日限り、その効力を失う。  
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提案理由  

  上尾市西貝塚環境センターの業務に関する一連の入札に係る事件につい

て、その再発防止策を提言する委員会を設置したいので、この案を提出す

る。  
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議案第１３号  

上尾市地域福祉推進協議会条例の制定について  

上尾市地域福祉推進協議会条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市地域福祉推進協議会条例  

（設置）  

第１条  社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第１

０７条第２項の規定に基づき地域福祉計画に市民等の意見を反映させると

ともに、地域福祉計画に基づく施策の推進を図るため、上尾市地域福祉推

進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

（定義）  

第２条  この条例において「地域福祉計画」とは、地域福祉の推進に関する

事項として法第１０７条第１項各号に掲げる事項を一体的に定める計画を

いう。  

（所掌事務）  

第３条  協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

(1 ) 法第１０７条第１項の規定による地域福祉計画の策定及び同条第３項

の規定による地域福祉計画の変更に関すること。  

(2 ) 法第１０７条第３項に規定する地域福祉計画についての調査、分析及

び評価に関すること。  

(3 ) 前２号に掲げるもののほか、地域福祉に関し市長が必要と認める事項

に関すること。  

（組織）  

第４条  協議会は、委員１０人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

(1 ) 社会福祉法人その他の社会福祉を目的とする事業を行う団体を代表す

る者  

(2 ) 自治会・町内会その他市内において社会福祉に関する活動を行う団体

を代表する者  

(3 ) 学識経験者その他識見を有する者  

(4 ) 公募による市民  
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（委員の任期）  

第５条  委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、委嘱された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。  

３  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

第６条  協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

（会議）  

第７条  協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

（関係者の会議への出席等）  

第８条  協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

（庶務）  

第９条  協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。  

（委任）  

第１０条  この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年７月１日から施行する。  

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

第１条の２中第３３号の３を第３３号の４とし、第３３号の２を第３３
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号の３とし、第３３号の次に次の１号を加える。  

  (33)の２  地域福祉推進協議会委員  

別表第１中３３の３の項を３３の４の項とし、３３の２の項を３３の３

の項とし、３３の項の次に次のように加える。  

３３

の２  

地域福祉推進協議会  

 会長  

 委員  

 

日額  ７，０００円  

日額  ６，０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市地域福祉推進協議会を附属機関として明確に位置づけたいので、

この案を提出する。  
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議案第１４号  

上尾市障害福祉施策推進委員会条例の制定について  

上尾市障害福祉施策推進委員会条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

                                   上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市障害福祉施策推進委員会条例  

 （設置等）  

第１条  障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第３６条第４項の規定に

基づき、同項の合議制の機関として上尾市障害福祉施策推進委員会（以下

「委員会」という。）を置き、同条第５項において準用する同条第３項の

規定により、委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （委員会の意見の聴取）  

第２条  障害者基本法第１１条第６項（同条第９項において準用する場合を

含む。）の規定により、市長は、同条第３項に規定する障害者計画を策定

するに当たっては、委員会の意見を聴かなければならない。  

２  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）第８８条第９項の規定により、市長は、同条第１項

に規定する障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、委員会の意見を聴かなければならない。  

３  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１０項の規

定により、市長は、同条第１項に規定する障害児福祉計画を定め、又は変

更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならな

い。  

（所掌事務）  

第３条  委員会は、前条各項の規定に基づく意見の聴取を受けたときは、委

員による調査審議の結果に基づいて、市長に意見を答申するものとする。  

２  前項に定めるもののほか、委員会は、障害者基本法第３６条第４項第２

号及び第３号に掲げる事務を処理する。  

３  前２項に定めるもののほか、委員会は、障害福祉に関する施策に関し市

長が必要と認める事項を調査審議するものとする。  

（組織）  

第４条  委員会は、委員２０人以内をもって組織する。  
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２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

 (1 ) 障害福祉に関する事業に従事する者及び障害者団体の代表者  

 (2 ) 障害福祉に関係する機関の職員  

 (3 ) 学識経験のある者  

（委員の任期）  

第５条  委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、委嘱された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。  

３  委員は、再任されることができる。  

（委員長及び副委員長）  

第６条  委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。  

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

 （会議）  

第７条  委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

２  委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

（関係者の会議への出席等）  

第８条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

 （部会）  

第９条  委員会は、専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。  

２  部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。  

３  部会に部会長を置き、当該部会を構成する委員の互選によりこれを定め

る。  

４  前３項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が

定める。  

（庶務）  
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第１０条  委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。  

（委任）  

第１１条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条の２中第３４号の３を第３４号の４とし、第３４号の２を第３４

号の３とし、第３４号の次に次の１号を加える。  

  (34)の２  障害福祉施策推進委員会委員  

  別表第１中３４の３の項を３４の４の項とし、３４の２の項を３４の３

の項とし、３４の項の次に次のように加える。  

３４  

の２  

障害福祉施策推進委員会  

 委員長  

 委員  

 

日額  ７，０００円  

日額  ６，０００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市障害者支援計画に関する事項を調査審議する委員会を新たに附属

機関として設置したいので、この案を提出する。  
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議案第１５号  

上尾市市民活動推進協議会条例の制定について  

上尾市市民活動推進協議会条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市市民活動推進協議会条例  

（設置）  

第１条  市民活動を支援し、及びその促進を図り、もって市民との協働を推

進するため、上尾市市民活動推進協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。  

 （定義）  

第２条  この条例において「市民活動」とは、上尾市市民活動支援センター

条例（平成２２年上尾市条例第２号）第２条第１項に規定する市民活動を

いう。  

２  この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行う団体をいう。  

３  この条例において「市民活動推進計画」とは、市民活動を推進し、市民

活動団体と市との協働を計画的に進めるために市長が定める計画をいう。  

４  この条例において「協働事業」とは、営利ではなく公益を目的とする社

会に貢献する事業で、市民活動団体と市との協働によるものをいう。  

（所掌事務）  

第３条  協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。  

(1 ) 市民活動推進計画の策定及び変更に関すること。  

(2 ) 市民活動推進計画に基づく施策の推進に関すること。  

(3 ) 市が助成する協働事業の選考その他市民活動団体と市との協働の推進

に関すること。  

(4 ) 前３号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し市長が必要と認め

る事項に関すること。  

（組織）  

第４条  協議会は、委員７人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。  

(1 ) 地域活動又は地域福祉に関し見識を有する者  ２人  

(2 ) 学識経験のある者  ２人  
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(3 ) 公募による市民  ２人  

(4 ) 市職員  １人  

（委員の任期）  

第５条  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２  委員は、任命された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。  

３  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

第６条  協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

（会議）  

第７条  協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。  

４  委員は、自己に直接利害関係のある議事については、加わることができ

ない。ただし、協議会の会議において議決による同意があったときは、こ

の限りでない。  

（関係者の会議への出席等）  

第８条  協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。  

（庶務）  

第９条  協議会の庶務は、市民生活部において処理する。  

（委任）  

第１０条  この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７条）の一部を次のように改正する。  

第１条の２第１８号及び第１９号を次のように改める。  

  (18) 市民活動推進協議会委員  

  (19) 削除  

別表第１の１８及び１９の項を次のように改める。  

１８  市民活動推進協議会  

 会長  

 委員  

 

日額  １０，０００円  

日額  ８，０００円  

  別表第１の２０の項の前に次のように加える。  

１９  削除   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

市民活動を支援し、及びその促進を図り、もって市民との協働を推進す

るため、上尾市市民活動推進協議会を設置したいので、この案を提出する。  



                   －13－ 

議案第１６号  

上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市職員の育児休業等に関する条例（平成４年上尾市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。  

第３条第６号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について

児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２

条第６項に規定する認定こども園又は児童福祉法第２４条第２項に規定する

家庭的保育事業等（以下「保育所等」という。）における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。  

第４条中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所

等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行

われないこと」を加える。  

第８条第７号中「別居したこと」の次に「、育児短時間勤務に係る子に

ついて保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われないこと」を加える。  

  附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

提案理由  

国家公務員に準じて、職員が育児休業の期間を再度延長すること等がで

きる特別な事情に新たな内容を加えたいので、この案を提出する。  



                   －14－ 

議案第１７号  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例  

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

第１条の２第２３号を次のように改める。  

(23) 学校運営協議会委員  

第４条中「第１条の２第４３号」を「第１条の２第２３号及び第４３号」

に改める。  

別表第１の２３の項を次のように改める。  

２３  学校運営協議会委員  年額  ５，０００円  

別表第１の６５の２の項報酬額の欄を次のように改める。  

日額  １８，０００円（複数の者を対象に

相談、助言及び指導（以下この項において

「相談等」という。）を行う場合並びに居

宅その他相談等を受ける者にとって適切な

場所に出向いて相談等を行う場合にあって

は２３，１６０円、業務に関する研修に参

加する場合にあっては１５，０００円）  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

提案理由  

学校運営協議会委員に支給する報酬の額を定めるとともに、子ども・若

者相談員に支給する報酬の額を引き上げたいので、この案を提出する。  



                   －15－ 

議案第１８号  

上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について  

上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例  

上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成２９年上尾市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

別表９の項中「１０５，０００円」を「１３７，５００円」に改める。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

子どもの読書活動支援センター協力員に支給する報酬の額を引き上げた

いので、この案を提出する。  
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議案第１９号  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例  

（上尾市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。  

第１６条の５第２項第１号中「１００分の８５」を「１００分の９５」

に改め、同項第２号中「１００分の４０」を「１００分の４５」に改める。  

別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第３条関係）  

  給料表  

職
員
の
区
分 

  

職務

の級  １級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  

号給  

  
給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

    円  円  円  円  円  円  円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 142,600 228,900 261,000 290,900 299,900 329,300 358,800 

2 143,700 230,500 263,300 293,200 302,500 331,800 361,900 

3 144,900 232,000 265,600 295,500 305,100 334,300 365,000 

4 146,000 233,600 267,900 297,800 307,700 336,800 368,100 

5 147,100 235,100 270,000 300,100 310,300 339,100 371,200 

6 148,200 236,800 272,300 302,400 312,900 341,600 374,300 

7 149,300 238,300 274,600 304,700 315,500 344,100 377,400 

8 150,400 239,900 276,900 307,000 318,100 346,600 380,500 

9 151,500 241,200 279,000 309,300 320,700 348,900 383,600 

10 152,900 242,700 281,300 311,600 323,300 351,400 386,700 

11 154,200 244,300 283,600 313,900 325,900 353,900 389,800 
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再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

12 155,500 245,700 285,900 316,200 328,500 356,400 392,900 

13 156,800 247,200 288,000 318,500 331,100 358,700 396,000 

14 158,300 248,700 290,200 320,700 333,700 361,200 399,100 

15 159,800 250,000 292,500 323,000 336,300 363,700 402,200 

16 161,400 251,400 294,600 325,200 338,900 366,200 405,300 

17 162,700 252,900 296,600 327,400 341,500 368,500 408,400 

18 164,200 254,600 298,900 329,400 344,100 371,000 411,500 

19 165,700 256,300 301,200 331,600 346,700 373,500 414,600 

20 167,200 258,100 303,400 333,800 349,300 376,000 417,700 

21 168,600 259,700 305,400 335,800 351,900 378,300 420,800 

22 171,300 261,500 307,700 338,000 354,500 380,800 423,900 

23 173,900 263,200 309,900 340,000 357,100 383,300 427,000 

24 176,500 264,900 312,200 342,200 359,700 385,800 430,100 

25 179,200 266,900 314,300 344,000 362,300 388,100 433,200 

26 180,900 268,800 316,400 346,000 364,900 390,600 436,300 

27 182,600 270,600 318,600 348,100 367,400 393,100 439,400 

28 184,300 272,400 320,700 350,100 370,000 395,600 442,500 

29 185,800 274,100 322,700 351,800 371,900 397,900 445,600 

30 187,600 276,000 324,700 353,800 374,400 400,400 448,700 

31 189,400 277,900 326,700 355,600 376,700 402,900 451,800 

32 191,100 279,600 328,700 357,500 379,200 405,400 454,900 

33 192,700 281,200 330,500 359,500 381,700 407,700 458,000 

34 194,500 283,100 332,600 361,400 384,400 410,100 461,100 

35 196,300 284,900 334,600 363,400 387,000 412,600 464,100 

36 198,100 286,800 336,700 365,300 389,700 415,000 467,100 

37 199,700 288,400 338,100 367,300 392,100 416,900 470,100 

38 201,500 290,100 340,000 369,200 394,400 419,200 473,100 

39 203,300 291,900 341,900 371,200 396,600 421,300 476,100 

40 205,100 293,700 343,800 373,200 399,000 423,500 479,200 

41 206,800 295,300 345,500 374,700 400,800 425,500 481,900 

42 208,600 297,000 347,400 376,500 402,800 427,600 485,000 

43 210,400 298,500 349,300 378,300 404,700 429,700 488,000 
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44 212,200 300,100 351,100 379,900 406,500 431,800 491,100 

45 213,600 301,700 353,000 381,700 408,400 433,500 493,800 

46 215,400 303,400 354,800 383,100 410,200 435,300 496,100 

47 217,100 305,000 356,600 384,600 412,000 437,300 498,400 

48 218,900 306,700 358,300 386,200 413,900 439,300 500,700 

49 220,600 307,700 359,700 387,600 415,700 441,200 502,800 

50 222,300 309,200 361,000 388,800 417,200 443,000 504,200 

51 223,900 310,700 362,400 390,000 418,700 444,800 505,700 

52 225,500 312,300 363,800 391,100 420,300 446,500 507,100 

53 227,000 313,900 365,100 392,200 421,900 448,300 508,300 

54 228,700 315,500 366,000 393,400 423,200 449,800 
 

55 230,300 317,100 367,100 394,600 424,500 451,200 
 

56 231,900 318,600 368,200 395,700 425,700 452,700 
 

57 233,100 320,100 369,000 396,400 426,900 454,100 
 

58 234,600 321,300 369,900 397,100 428,200 455,400 
 

59 236,000 322,500 370,800 397,800 429,500 456,700 
 

60 237,300 323,700 371,700 398,500 430,700 457,900 
 

61 238,600 324,400 372,600 399,100 431,900 458,900 
 

62 239,800 325,300 373,400 399,700 432,700 459,600 
 

63 240,800 326,100 374,200 400,200 433,500 460,400 
 

64 242,000 326,900 375,000 400,600 434,300 461,100 
 

65 243,300 327,800 375,700 401,000 434,900 461,800 
 

66 244,500 328,200 376,400 401,300 435,600 462,600 
 

67 245,700 328,900 377,100 401,600 436,300 463,300 
 

68 247,000 329,700 377,800 401,900 437,000 463,900 
 

69 247,900 330,500 378,300 402,200 437,800 464,400 
 

70 249,300 331,200 378,900 402,500 438,600 465,000 
 

71 250,700 331,900 379,500 402,800 439,000 465,600 
 

72 252,200 332,600 380,200 403,100 439,700 466,200 
 

73 253,600 333,100 380,600 403,400 440,200 466,700 
 

74 255,000 333,700 381,300 403,700 440,600 
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75 256,400 334,200 381,900 404,000 441,000 
  

76 257,700 334,800 382,500 404,300 441,400 
  

77 258,900 335,100 382,900 404,600 441,800 
  

78 260,200 335,600 383,500 404,900 442,200 
  

79 261,600 336,000 384,100 405,200 442,600 
  

80 262,900 336,500 384,700 405,500 442,900 
  

81 264,100 336,900 385,100 405,700 443,200 
  

82 265,200 337,400 385,600 406,000 443,600 
  

83 266,500 337,900 386,100 406,300 443,900 
  

84 267,800 338,400 386,700 406,600 444,200 
  

85 268,800 338,700 387,000 406,800 444,500 
  

86 269,900 339,100 387,400 407,100 
   

87 271,200 339,600 387,800 407,400 
   

88 272,500 340,000 388,200 407,600 
   

89 273,500 340,300 388,500 407,800 
   

90 274,500 340,700 388,800 408,100 
   

91 275,400 341,200 389,100 408,400 
   

92 276,500 341,600 389,400 408,600 
   

93 277,600 341,800 389,600 408,800 
   

94 
 

342,200 389,900 409,100 
   

95 
 

342,700 390,200 409,400 
   

96 
 

343,100 390,400 409,600 
   

97 
 

343,200 390,600 409,800 
   

98 
 

343,700 390,900 
    

99 
 

344,100 391,200 
    

100 
 

344,400 391,400 
    

101 
 

344,700 391,600 
    

102 
 

345,100 391,900 
    

103 
 

345,500 392,200 
    

104 
 

345,900 392,400 
    

105 
 

346,400 392,600 
    



                   －20－ 

106 
 

346,800 
     

107 
 

347,200 
     

108 
 

347,600 
     

109 
 

348,100 
     

110 
 

348,500 
     

111 
 

348,800 
     

112 
 

349,100 
     

113 
 

349,600 
     

再
任
用
職
員 

  214,800 254,800 289,300 314,700 356,400 389,500 440,600 

第２条  上尾市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

 第４条第８項を次のように改める。  

８  前項の規定にかかわらず、５５歳を超える職員の第６項の規定による

昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又

は特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数

は、勤務成績に応じて市規則で定める基準に従い決定するものとする。  

第８条第１項に次のただし書を加える。  

  ただし、次項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）に係る扶養

手当は、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの

（以下「７級職員」という。）に対しては、支給しない。  

第８条第２項中「前項」を「前項本文」に改め、同条第３項を次のよう

に改める。  

３  扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については１人につ

き６，５００円（給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級であ

るもの（以下「６級職員」という。）にあっては、３，５００円）、前

項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）につ

いては１人につき１万円とする。  

  第９条を次のように改める。  

第９条  新たに職員となった者に扶養親族（７級職員にあっては、扶養親

族たる子に限る。）がある場合、７級職員から７級職員以外の職員とな
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った職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号

のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ち

にその旨を任命権者に届け出なければならない。  

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合（７級職

員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者があ

る場合を除く。）  

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又

は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、２２歳に

達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を

欠くに至った場合及び７級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要

件を欠くに至った者がある場合を除く。）  

２  扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族（７級職員にあ

っては、扶養親族たる子に限る。）がある場合においてはその者が職員

となった日、７級職員から７級職員以外の職員となった職員に扶養親族

たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前

項の規定による届出に係るものがないときはその職員が７級職員以外の

職員となった日、職員に扶養親族（７級職員にあっては、扶養親族たる

子に限る。）で同項の規定による届出に係るものがない場合においてそ

の職員に同項第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の

属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する

月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場

合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、７級職員以外

の職員から７級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項

の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族た

る子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が７級職

員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族（７級職員にあっ

ては、扶養親族たる子に限る。）で同項の規定による届出に係るものの

全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じ

た日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する

月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、

同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過

した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その
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日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。  

３  扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合におい

ては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書

の規定は、第１号又は第３号に掲げる事実が生じた場合における扶養手

当の支給額の改定について準用する。  

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じ

た場合  

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族（７級職員にあっては、扶養

親族たる子に限る。）で第１項の規定による届出に係るものの一部が

扶養親族たる要件を欠くに至った場合  

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第１項の規定に

よる届出に係るものがある７級職員が７級職員以外の職員となった場

合  

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るもの

がある６級職員が６級職員及び７級職員以外の職員となった場合  

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るもの

及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で

７級職員以外のものが７級職員となった場合  

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るもの

がある職員で６級職員及び７級職員以外のものが６級職員となった場

合  

(7) 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち

特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合  

第１６条の５第２項第１号中「１００分の９５」を「１００分の９０」

に改め、同項第２号中「１００分の４５」を「１００分の４２．５」に改

める。  

第２０条各号を次のように改める。  

  (1) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料並びに火災

その他の共済事業の掛金  

  (2) 地方公務員法第５３条第５項の規定による登録を受けている職員団

体の組合費  
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 （上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  

第３条  上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２２年上尾

市条例第３号）の一部を次のように改正する。  

第７条第１項の表１の項中「３７２，０００」を「３７３，０００」に

改め、同表２の項中「４２０，０００」を「４２１，０００」に改める。  

第８条第１項の表を次のように改める。  

職務の級  １級  ２級  ３級  

給料月額（円）  １６８，６００  ２１４，８００  ２５４，８００  

第１０条第４項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．

５」に改める。  

第４条  上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。  

第１０条第４項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に

改める。  

附  則  

（施行期日等）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条並びに

附則第５項及び第６項の規定は、平成３０年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例（以下「第

１条改正後の給与条例」という。）別表第１の規定並びに第３条の規定に

よる改正後の上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「第

３条改正後の任期付職員条例」という。）第７条第１項の表及び第８条第

１項の表の規定は、平成２９年４月１日から適用する。  

３  第１条改正後の給与条例第１６条の５第２項第１号及び第２号の規定並

びに第３条改正後の任期付職員条例第１０条第４項の規定は、平成２９年

１２月１日から適用する。  

（給与の内払）  

４  第１条改正後の給与条例又は第３条改正後の任期付職員条例の規定を適

用する場合においては、第１条の規定による改正前の上尾市職員の給与に

関する条例又は第３条の規定による改正前の上尾市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第１条

改正後の給与条例又は第３条改正後の任期付職員条例の規定による給与の
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内払とみなす。  

 （平成３２年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例）  

５  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間は、第２条の規

定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例（以下「第２条改正後の

給与条例」という。）第８条第１項ただし書及び第９条第３項第３号から

第６号までの規定は適用せず、第２条改正後の給与条例第８条第３項及び

第９条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」

とあるのは「前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族」と、「（給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級であ

るもの（以下「６級職員」という。）にあっては、３，５００円）、前項

第２号」とあるのは「、同項第２号」と、同条第１項中「扶養親族（７級

職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、７級職員から７

級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるの

は「扶養親族」と、同項第１号中「場合（７級職員に扶養親族たる配偶者、

父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。）」とあり、及

び同項第２号中「場合及び７級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要

件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第２項中

「扶養親族（７級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」とあるの

は「扶養親族」と、「なった日、７級職員から７級職員以外の職員となっ

た職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養

親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が７

級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定

による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に

係るものがない場合」と、「死亡した日、７級職員以外の職員から７級職

員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に

係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定によ

る届出に係るものがないときはその職員が７級職員となった日」とあるの

は「死亡した日」と、同条第３項中「次の各号のいずれか」とあるのは

「第１号、第２号又は第７号」と、「第１号又は第３号」とあるのは「第

１号」と、同項第２号中「扶養親族（７級職員にあっては、扶養親族たる

子に限る。）」とあるのは「扶養親族」とする。  

６  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間は、第２条改正
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後の給与条例第８条第１項ただし書並びに第９条第３項第３号及び第５号

の規定は適用せず、第２条改正後の給与条例第８条第３項及び第９条の規

定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは

「前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）」と、「が６級」とあ

るのは「が６級以上」と、「６級職員」とあるのは「６級以上職員」と、

「前項第２号」とあるのは「同項第２号」と、同条第１項中「扶養親族

（７級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、７級職員

から７級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」と

あるのは「扶養親族」と、同項第１号中「場合（７級職員に扶養親族たる

配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。）」と

あり、及び同項第２号中「場合及び７級職員に扶養親族たる配偶者、父母

等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第

２項中「扶養親族（７級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」と

あるのは「扶養親族」と、「なった日、７級職員から７級職員以外の職員

となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員

に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職

員が７級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項

の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による

届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、７級職員以外の職員から

７級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による

届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規

定による届出に係るものがないときはその職員が７級職員となった日」と

あるのは「死亡した日」と、同条第３項中「次の各号のいずれか」とある

のは「第１号、第２号、第４号、第６号又は第７号」と、「第１号又は第

３号」とあるのは「第１号」と、同項第２号中「扶養親族（７級職員にあ

っては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第

４号中「６級職員が６級職員及び７級職員」とあるのは「６級以上職員が

６級以上職員」と、同項第６号中「６級職員及び７級職員」とあるのは

「６級以上職員」と、「が６級職員」とあるのは「が６級以上職員」とす

る。  

（市規則への委任）  
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７  前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規

則で定める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

人事院勧告に準じて、市職員の給与改定を行いたいので、この案を提出

する。  
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議案第２０号  

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について  

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例  

第１条  次に掲げる条例の規定中「１００分の２２２．５」を「１００分の

２３２．５」に改める。  

 (1 ) 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第２

号）第５条第２項  

 (2 ) 上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４

年上尾市条例第３号）第５条第２項  

 (3 ) 教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第５

号）第５条第２項  

第２条  次に掲げる条例の規定中「１００分の２０７．５」を「１００分の

２１２．５」に、「１００分の２３２．５」を「１００分の２２７．５」

に改める。  

 (1 ) 市長及び副市長の給与等に関する条例第５条第２項  

(2 ) 上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条第２

項  

(3 ) 教育委員会教育長の給与等に関する条例第５条第２項  

附  則  

 （施行期日等）  

１  この条例中第１条並びに次項及び附則第３項の規定は公布の日から、第

２条の規定は平成３０年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例、上

尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び教育委員会教

育長の給与等に関する条例（次項において「改正後の各条例」という。）

の規定は、平成２９年１２月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  
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３  改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の市長及び副市長の給与等に関する条例、上尾市議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する

条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の

規定による期末手当の内払とみなす。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

職員の給与改定に準じて、市長、副市長、議会の議員及び教育長に支給

する期末手当の支給割合を改めたいので、この案を提出する。  
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議案第２１号  

上尾市税条例等の一部を改正する条例の制定について  

上尾市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市税条例等の一部を改正する条例  

 （上尾市税条例の一部改正）  

第１条  上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第１８条の３中「軽自動車税」を「種別割」に改める。  

 第１９条各号列記以外の部分中「第６７条」の次に「、第８１条の６第

１項」を加え、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項」を「第８１条

の６第１項の申告書、第９８条第１項」に改める。  

 第２４条第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。  

 第３６条の２第２項中「第２条第２項ただし書」を「第２条第４項ただ

し書」に改める。  

第８０条第１項及び第２項を次のように改める。  

軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の

取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有

者に種別割によって課する。  

２  前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２

項に規定する者を含まないものとする。  

第８０条第３項中「第４４３条第１項の規定によって軽自動車税」を

「第４４５条第１項の規定により種別割」に、「においては、その使用者

に」を「には、第１項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種

別割を」に改め、同項ただし書中「もの」を「軽自動車等」に改める。  

第８０条の２及び第８１条を次のように改める。  

（種別割の課税免除）  

第８０条の２  商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を

課さない。  

（軽自動車税のみなす課税）  

第８１条  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権
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を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を第

８０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節にお

いて「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有

者とみなして、軽自動車税を課する。  

２  前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主

の変更があったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取

得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。  

３  法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販

売業者等」という。）が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車

又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定す

る運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供するため取得した

３輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、同条第３項に規定す

る車両番号の指定を受けた場合（同項に規定する車両番号の指定前に第

１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。）に

は、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性

能割を課する。  

４  法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の

軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該

３輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上の軽自動車の取得

者とみなして、環境性能割を課する。  

第８１条の次に次の７条を加える。  

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範

囲）  

第８１条の２  日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来

の事業の用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。  

（環境性能割の課税標準）  

第８１条の３  環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のた

めに通常要する価額として施行規則第１５条の１０に定めるところによ

り算定した金額とする。  

（環境性能割の税率）  

第８１条の４  次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境

性能割の税率は、当該各号に定める率とする。  
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(1 ) 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けるもの  １００分の１  

(2 ) 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けるもの  １００分の２  

(3 ) 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの  １００分の３  

（環境性能割の徴収の方法）  

第８１条の５  環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなけ

ればならない。  

（環境性能割の申告納付）  

第８１条の６  環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲

げる３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで

に、施行規則第３３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、

その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。  

２  ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、

法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は

日までに、施行規則第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなけ

ればならない。  

（環境性能割に係る不申告等に関する過料）  

第８１条の７  環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は

報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった

場合には、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。  

２  前項の過料の額は、情状により、市長が定める。  

３  第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき

納期限は、その発付の日から１０日以内とする。  

（環境性能割の減免）  

第８１条の８  市長は、第８９条第１項各号又は第９０条第１項各号に掲

げる軽自動車等（３輪以上の軽自動車に限る。）のうち必要と認めるも

のに対しては、環境性能割を減免する。  

２  前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な

事項については、規則で定める。  

第８２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自

動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲
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げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は」に改め、同条第２号ア及

びイを次のように改める。  

ア  軽自動車  

(ｱ ) ２輪のもの（側車付のものを含む。）  年額  ３，６００円  

(ｲ ) ３輪のもの  年額  ３，９００円  

(ｳ ) ４輪以上のもの  

ａ  乗用のもの  

(a ) 営業用  年額  ６，９００円  

(b ) 自家用  年額  １万８００円  

ｂ  貨物用のもの  

(a ) 営業用  年額  ３，８００円  

(b ) 自家用  年額  ５，０００円  

イ  小型特殊自動車  

(ｱ ) 農耕作業用のもの  年額  ２，４００円  

(ｲ ) その他のもの  年額  ５，９００円  

第８３条（見出しを含む。）及び第８５条（見出しを含む。）中「軽自

動車税」を「種別割」に改める。  

第８７条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中

「軽自動車税」を「種別割」に、「第３３号の４様式」を「第３３号の４

の２様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４様式」を「第

３３号の４の２様式」に改め、同条第４項中「第８０条第２項」を「第８

１条第１項」に改める。  

第８８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中

「第８０条第２項」を「第８１条第１項」に、「によって」を「により」

に、「その者を」を「その者に対し、」に、「に処する」を「を科する」

に改める。  

第８９条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項各

号列記以外の部分を次のように改める。  

市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要と認める

ものに対しては、種別割を減免する。  

第８９条第２項中「によって軽自動車税」を「により種別割」に改め、

同項第２号中「以下」の次に「この号、次条第２項第１号及び第１３２条
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の１３第１項第１号において」を加え、同条第３項中「によって軽自動車

税」を「により種別割」に改め、同条第４項中「軽自動車税」を「種別

割」に改める。  

第９０条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中

「に対しては、軽自動車税を減免することができる」を「のうち必要と認

めるものに対しては、種別割を減免する」に改め、同項ただし書中「第１

６２条」を「第１７７条の１７」に、「軽自動車税を減免することができ

ない」を「この限りでない」に改め、同項第１号中「。以下この号におい

て同じ」を削り、「、当該身体障害者等」を「又は当該身体障害者等」に、

「又は当該身体障害者等（」を「若しくは当該身体障害者等（」に改め、

「のうち、市長が必要と認めるもの」を削り、同条第２項中「によって軽

自動車税」を「により種別割」に改め、同条第３項及び第４項中「によっ

て軽自動車税」を「により種別割」に改め、同条第５項及び第６項中「軽

自動車税」を「種別割」に改める。  

第９１条第２項中「法第４４３条第１項」を「法第４４５条第１項」に、  

「第８０条の２の規定によって」を「第８１条の２の規定により」に、

「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第３項中「あわせて」を「併せ

て」に改め、同条第５項中「見易い」を「見やすい」に改め、同条第７項

中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第８項中「き損し」を「毀損

し」に、「ま滅した」を「摩滅した」に、「のき損」を「の毀損」に改め

る。  

附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。  

附則第１０条の２中第１８項を第１９項とし、第１７項の次に次の１項

を加える。  

１８  法附則第１５条第４５項に規定する市民緑地の用に供する土地に係

る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に乗ずる同項に

規定する条例で定める割合は、３分の２とする。  

附則第１５条の３の次に次の５条を加える。  

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）  

第１５条の４  軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章

第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の

例により、行うものとする。  
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（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）  

第１５条の５  市長は、当分の間、第８１条の８の規定にかかわらず、県

知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市

長が定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を

減免する。  

（軽自動車税の環境性能割の申告等の特例）  

第１５条の６  軽自動車税の環境性能割の申告又は報告は、当分の間、第

８１条の６の規定を除き、自動車税の環境性能割の申告の例により、県

知事にしなければならない。この場合において、第８１条の６の規定の

適用については、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。  

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）  

第１５条の７  市長は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する

事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第

１項各号に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。  

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）  

第１５条の８  営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４の規定

の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

第１号  １００分の１  １００分の０．５  

第２号  １００分の２  １００分の１  

第３号  １００分の３  １００分の２  

２  自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４（第３号に係る部

分に限る。）の規定については、当分の間、同号中「１００分の３」と

あるのは「１００分の２」とする。  

附則第１６条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同

条第１項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を

「最初の法第４４４条第３項に規定する」に改め、「軽自動車税」の次に

「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。  

第２号ア (ｲ ) ３，９００円  ４，６００円  

第２号ア (ｳ )ａ (a ) ６，９００円  ８，２００円  

第２号ア (ｳ )ａ (b ) １万８００円  １万２，９００円  

第２号ア (ｳ )ｂ (a ) ３，８００円  ４，５００円  
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第２号ア (ｳ )ｂ (b ) ５，０００円  ６，０００円  

附則第１６条の２を次のように改める。  

 第１６条の２  削除  

附則第１６条の４中「第２８項、第３２項、第３６項、第３７項、第４

２項」を「第２７項、第３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４４

項」に改める。  

 （上尾市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  上尾市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年上尾市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。  

附則第３条第４項中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による」を「最初の地方税法第４４４条第３項に規定する」に改め、「軽

自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例」を「上尾市税条例」に

改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同項の表を次のよう

に改める。  

第８２条第２

号ア (ｲ ) 

３，９００円  ３，１００円  

第８２条第２

号ア (ｳ )ａ ( a ) 

６，９００円  ５，５００円  

第８２条第２

号ア (ｳ )ａ ( b ) 

１万８００円  ７，２００円  

第８２条第２

号ア (ｳ )ｂ ( a ) 

３，８００円  ３，０００円  

第８２条第２

号ア (ｳ )ｂ ( b ) 

５，０００円  ４，０００円  

附則第１６条

第１項  

第８２条  

 

上尾市税条例等の一部を改正する

条例（平成２６年上尾市条例第１

５号。以下この表において「平成

２６年改正条例」という。）附則

第３条第４項の規定により読み替

えて適用される第８２条  
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附則第１６条

第１項の表第

２号ア (ｲ )の項  

第２号ア (ｲ ) 平成２６年改正条例附則第３条第

４項の規定により読み替えて適用

される第８２条第２号ア (ｲ ) 

３，９００円  ３，１００円  

附則第１６条

第１項の表第  

２号ア ( ｳ )ａ (a )

の項  

第２号ア (ｳ )ａ

(a ) 

平成２６年改正条例附則第３条第

４項の規定により読み替えて適用  

される第８２条第２号ア (ｳ )ａ (a ) 

６，９００円  ５，５００円  

附則第１６条

第１項の表第

２号ア ( ｳ )ａ (b )

の項  

第２号ア (ｳ )ａ

(b ) 

平成２６年改正条例附則第３条第

４項の規定により読み替えて適用

される第８２条第２号ア (ｳ )ａ (a ) 

１万８００円  ７，２００円  

附則第１６条

第１項の表第

２号ア ( ｳ )ｂ (a )

の項  

第２号ア (ｳ )ｂ

(a ) 

平成２６年改正条例附則第３条第

４項の規定により読み替えて適用

される第８２条第２号ア (ｳ )ｂ (a ) 

３，８００円  ３，０００円  

附則第１６条

第１項の表第

２号ア ( ｳ )ｂ (b )

の項  

第２号ア (ｳ )ｂ

(b ) 

平成２６年改正条例附則第３条第

４項の規定により読み替えて適用

される第８２条第２号ア (ｳ )ｂ (b ) 

５，０００円  ４，０００円  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

(1 ) 第１条中上尾市税条例第３６条の２第２項の改正規定並びに上尾市税

条例附則第１０条の２及び第１６条の４の改正規定並びに附則第３条及

び第５条の規定  公布の日  

(2 ) 第１条中上尾市税条例第２４条第２項の改正規定及び上尾市税条例附

則第５条第１項の改正規定並びに次条の規定  平成３１年１月１日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  第１条の規定による改正後の上尾市税条例（以下「新条例」とい
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う。）第２４条及び附則第５条の規定は、平成３１年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条  新条例附則第１０条の２の規定は、平成３０年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第４条  新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第１

条第２号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。  

２  新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの軽

自動車税については、なお従前の例による。  

３  平成３２年度分の軽自動車税の種別割について減免を受けようとする場

合における新条例第８９条第４項並びに第９０条第５項及び第６項の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

新条例第８

９条第４項  

同 号 の 規 定 に よ

り種別割  

上尾市税条例等の一部を改正する条

例（平成３０年上尾市条例第 ああ

号。次条第５項及び第６項において

「平成３０年改正条例」という。）

第１条の規定による改正前の第８９

条第１項第１号の規定により軽自動

車税  

引き続き同号  第１項第１号  

新条例第９

０条第５項  

同 号 の 規 定 に よ

り種別割  

平成３０年改正条例第１条の規定に

よる改正前の第９０条第１項第１号

の規定により軽自動車税  

引き続き同号  第１項第１号  

新条例第９  同号の規定によ  平成３０年改正条例第１条の規定に  
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０条第６項  り種別割  よる改正前の第９０条第１項第２号

の規定により軽自動車税  

引き続き同号  第１項第２号  

（都市計画税に関する経過措置）  

第５条  新条例附則第１６条の４の規定は、平成３０年度以後の年度分の都

市計画税について適用し、平成２９年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

自動車取得税が廃止されることに伴い、現行の軽自動車税を、３輪以上

の軽自動車の取得者に課税する「環境性能割」と軽自動車の所有者に課税

する「種別割」に再編したいので、この案を提出する。  
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議案第２２号  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

上尾市国民健康保険税条例（昭和３０年上尾市条例第５１号）の一部を次

のように改正する。  

第２条第１項を次のように改める。  

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額

とする。  

(1 ) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担

する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規

定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金

等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定によ

る納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に要す

る費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。）  

(2 ) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部

分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。）  

(3 ) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険

法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関
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する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。）  

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、同条第３項中「第１

項」を「第１項第２号」に改め、同条第４項中「第１項」を「第１項第３

号」に改め、「（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に

規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）」を削る。  

第５条の２第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。  

第２１条第１号中「受けるとき。」を「受ける者」に改め、同条第３号中

「受けたとき。」を「受けた者」に改め、同条に次の１号を加える。  

(5 ) 前各号に掲げる者のほか、特別の事由がある者  

第２１条に次の２項を加える。  

２  前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限

までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、納期限ま

でに当該申請書を提出することができないことにつき災害その他やむを得

ない事由があると市長が認めた場合については、当該納期限の経過後市長

が定める日までの間、当該申請書を提出することができる。  

(1 ) 納税義務者の氏名及び住所  

(2 ) 年度、納期の別及び税額  

(3 ) 減免を受けようとする事由  

３  第１項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消

滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。  

附則第１４項中「第２１条第４号」を「第２１条第１項第４号」に、「同

条」を「同項」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２１条第１

号及び第３号の改正規定、同条に１号を加える改正規定及び同条に２項を

加える改正規定並びに附則第１４項の改正規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の上尾市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の年度
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分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

国民健康保険について県が財政運営の責任主体となり、市町村が県に国

民健康保険事業に要する費用を納付する仕組みとなることに伴い、国民健

康保険税の課税額に関する規定を改める必要があるので、この案を提出す

る。  
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議案第２３号  

上尾市消防法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

 上尾市消防法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定

める。  

  平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

  上尾市消防法等関係手数料徴収条例の一部を改正する条例  

上尾市消防法等関係手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第２７号）の

一部を次のように改正する。  

別表３の項中「５３万円」を「５７万円」に、「８３万円」を「８８万

円」に、「１０１万円」を「１０７万円」に、「１１２万円」を「１２０万

円」に、「１４２万円」を「１５２万円」に、「１６６万円」を「１７８万

円」に、「３８８万円」を「４０７万円」に、「５１０万円」を「５３４万

円」に、「６２９万円」を「６４９万円」に、「５７５万円」を「５９３万

円」に、「７２５万円」を「７４７万円」に、「１，０７０万円」を「１，

０９０万円」に改め、同表１５の項中「４１万円」を「４２万円」に、「５

４万円」を「５６万円」に、「７０万円」を「７３万円」に、「９２万円」

を「９６万円」に、「１０４万円」を「１０９万円」に、「１６０万円」を

「１６６万円」に、「１８２万円」を「１９０万円」に、「２０３万円」を

「２１２万円」に、「４９万円」を「５３万円」に、「６３万円」を「６８

万円」に、「９９万円」を「１０３万円」に、「１３１万円」を「１４１万

円」に、「１７２万円」を「１７８万円」に、「３３２万円」を「３４３万

円」に、「４０６万円」を「４１９万円」に、「４６５万円」を「４８０万

円」に、「９１０万円」を「９３２万円」に、「１，２４０万円」を「１，

２６０万円」に、「１，７００万円」を「１，７３０万円」に改め、同表１

７の項中「３１万円」を「３２万円」に、「４３万円」を「４６万円」に、

「７２万円」を「７５万円」に、「９６万円」を「１０２万円」に、「１２

１万円」を「１３０万円」に、「２９５万円」を「３１５万円」に、「３６

２万円」を「３８７万円」に、「４１７万円」を「４４６万円」に、「２６

６万円」を「２６９万円」に、「３１９万円」を「３２３万円」に、「４７

９万円」を「４８３万円」に改める。  
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   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正を踏まえ、屋外タンク

貯蔵所のうち一定のものの設置の許可等に関する手数料の額を引き上げた

いので、この案を提出する。  
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議案第２４号  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年上尾市条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

第８条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、「支給認定証」の次に

「（支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子

ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項

に規定する通知）」を加える。  

第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１５条第１項第２号の改

正規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２９年法律第２５号）の施行の日（平成

３０年４月１日）から施行する。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

内閣府令の改正を踏まえ、保護者が支給認定証の交付を受けていない場

合にあっては、特定教育・保育施設が行う受給資格等の確認は、市が保護

者等に送付する通知書によって行う旨を規定したいので、この案を提出す

る。  
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議案第２５号  

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例を次のように

定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例  

上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例（平成４年上尾市条例第２８号）の

一部を次のように改正する。  

第４条第１項第１号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第４条第１項第１号の規定は、平成３０年以後の所得による医

療費の支給の制限について適用し、平成２９年以前の所得による医療費の

支給の制限については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

所得税法において用語の意義が改められたことに伴い、当該用語を引用

している本条例を改正する必要があるので、この案を提出する。  
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議案第２６号  

上尾市手話言語条例の制定について  

 上尾市手話言語条例を次のように定める。  

  平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市手話言語条例  

 言語は、自身が認知・思考し、他者と意思を疎通し、知識を蓄え、複雑な

思考や抽象的な論理を運用し、文化を創造する上で必要不可欠なものである。  

手話は、手指や体の動き、表情を使い視覚的に表現する言語として、ろう

者により長く育まれてきた。  

 しかしながら、明治１３年、イタリア・ミラノで開催された世界ろう教育

者会議において、ろう教育に関し、読唇と発声の訓練を基本とする口話法を

手話法に優先させる決議が行われ、日本もその決議に従ってきた。そのため、

ろう者は手話を習得し、又は手話で学ぶ機会を十分得られず、ろう者の言語

である手話の使用は事実上制限されてきた。  

 現在は、平成１８年の国際連合総会において採択された障害者権利条約、

及びそれを踏まえ改正された障害者基本法において、手話は言語であると規

定され、平成２２年にカナダ・バンクーバーで開催された世界ろう教育者会

議では、手話は教育プログラムにおいても、ろう者以外の者の言語と同等の

権利を有していることを確認している。  

 それらの背景を市民がしっかりと認識し、ろう者が手話という言語を取り

戻し、日常生活や社会生活の中で制限なく容易に使用できる環境を整備する

ため、また、ろう者とろう者以外の者とが互いに尊重しあった上で意思疎通

を行い、平等に社会参画できる地域社会を実現するため、この条例を制定す

る。  

（目的）  

第１条  この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理

解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の

役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に手話に関する施策を推

進し、もってろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会

を実現することを目的とする。  

（定義）  
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第２条  この条例において「ろう者」とは、聴覚に障害があり認知・思考・

意思疎通に使用する言語が手話である者をいう。  

（基本理念）  

第３条  手話に対する理解の促進及び手話の普及は、次に掲げる事項を基本

理念として推進するものとする。  

 (1 ) ろう者とろう者以外の者が、互いに個性と人格を尊重し合い共生して

いくことを基本として、互いに手話によって意思疎通を行う権利を尊重

すること。  

 (2 ) 手話は、本来独自の体系を持つ言語であり、ろう者が自ら生活を営み、

知識を習得するために使用し、豊かな人間性を育み、知的かつ文化的な

生活を営むために育んできたものであるということを理解すること。  

（市の責務）  

第４条  市は、手話に対する理解と手話の啓発を図り、市民が手話を使用す

ることができる環境を整備するために必要な施策を推進するものとする。  

（市民の役割）  

第５条  市民は、手話に対する理解を深め、ろう者とろう者以外の者とが共

に暮らしやすい地域社会の実現に向け、市が推進する施策に協力するよう

努めるものとする。  

（事業者の役割）  

第６条  事業者は、基本理念を尊重した上で、ろう者が利用しやすいサービ

スの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。  

（施策の推進）  

第７条  市は、次に掲げる手話に関する施策を推進するための方針（以下

「推進方針」という。）を策定するものとする。  

 (1 ) 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策  

 (2 ) 市民が手話により意思疎通を図り、手話による情報取得を容易に行う

ことができる環境を構築するための施策  

 (3 ) 教育の場における手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るため

の施策  

 (4 ) 手話通訳者の養成及び確保に関する施策  

 (5 ) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策  

２  推進方針は、市が別に定める障害者に関する計画との連携・調和が保た
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れたものでなければならない。  

３  市は、推進方針の策定又は変更に当たり、ろう者、手話通訳者及び関係

団体等の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。  

（財政措置）  

第８条  市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。  

（その他）  

第９条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話

の普及に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにす

るとともに、総合的かつ計画的に手話に関する施策を推進したいので、こ

の案を提出する。  
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議案第２７号  

上尾市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

上尾市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を次のように

定める。  

平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

上尾市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例  

上尾市重度心身障害者医療費支給条例（昭和４８年上尾市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。  

 第３条第１項第１号イ中「第５条第１５項」を「第５条第１７項」に改め、

同号キ中「が行う国民健康保険の被保険者である者」を「の区域内に住所を

有するとみなされる者」に改め、同号ク中「又は第２項」を「若しくは第２

項又は第５５条の２」に改め、同項第８号中「が行う国民健康保険の被保険

者である者」を「の区域内に住所を有するとみなされる者」に改め、同項第

１０号を同項第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。  

 (10) 高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の２の規定により、埼玉県

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、

本市の区域内に住所を有するとみなされていたもの  

附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  国民健康保険事業の運営の広域化及び後期高齢者医療制度への加入時に

おける住所地特例の見直しに伴い、医療費の支給対象者に関する規定を改

める必要があるので、この案を提出する。  



                   －50－ 

議案第２８号  

上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

上尾市国民健康保険条例（昭和３４年上尾市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

目次中「国民健康保険運営協議会」を「市町村の国民健康保険事業の運営

に関する協議会」に改める。  

第２章の章名を次のように改める。  

第２章  市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会  

第２条の見出しを「（市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の

名称及び委員の定数）」に改め、同条中「上尾市国民健康保険運営協議会

（以下「協議会」という。）」を「協議会」に改め、同条を同条第２項とし、

同条に第１項として次の１項を加える。  

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第

１１条第２項の規定により本市に置かれる市町村の国民健康保険事業の運

営に関する協議会（以下「協議会」という。）の名称は、上尾市国民健康

保険運営協議会とする。  

第４条中「を加えられた」を「が行われた」に改める。  

第５条第１項第４号中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以

下「法」という。）」を「法」に改める。  

第８条第１項中「第７２条の５」を「第７２条の５第１項」に改める。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規

定は、公布の日から施行する。  

 

 

提案理由  

国民健康保険事業の運営の広域化に伴い、国民健康保険事業の運営に関

する協議会の名称を条例で規定する必要があるので、この案を提出する。  
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議案第２９号  

上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年上尾市条例第４６号）の

一部を次のように改正する。  

第２条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項にお

いて準用する場合を含む。）」を加え、「病院等（同項」を「病院等（法第

５５条第１項」に改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」の次に

「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、同条

第４号中「第５５条第２項第２号」の次に「（法第５５条の２第２項におい

て準用する場合を含む。以下同じ。）」を加え、同条に次の１号を加える。  

(5 ) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第

２項の規定の適用を受け、これらの規定により上尾市に住所を有するも

のとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者  

附則第２項及び第３項を削り、附則第４項を附則第２項とする。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

提案理由  

後期高齢者医療制度への加入時における住所地特例の見直しに伴い、本

市が保険料を徴収すべき被保険者の区分を追加する必要があるので、この

案を提出する。  
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議案第３０号  

上尾市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

上尾市介護保険条例の一部を改正する条例  

上尾市介護保険条例（平成１２年上尾市条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。  

第２条の次に次の１条を加える。  

（介護認定審査会の委員の任期）  

第２条の２  介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき条例で定める期間は、３年とする。  

 第３条中「前条」を「前２条」に改める。  

 第５条第１項各号列記以外の部分中「平成２７年度」を「平成３０年度」

に、「平成２９年度」を「平成３２年度」に改め、同項第１号中「介護保険

法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）」を「令」に、

「２４，８０７円」を「２６，３９５円」に改め、同項第２号中「３６，９

３５円」を「３９，２９９円」に改め、同項第３号中「４１，３４６円」を

「４３，９９２円」に改め、同項第４号中「４５，７５６円」を「４８，６

８４円」に改め、同項第５号中「５５，１２８円」を「５８，６５６円」に

改め、同項第６号中「６２，２９４円」を「６６，２８１円」に改め、同号

ア中「同じ。）」を「この項において同じ。）（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第

３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項に

おいて同じ。）」に改め、同項第７号中「６８，９１０円」を「７３，３２

０円」に改め、同号ア中「１９０万円」を「２００万円」に改め、同項第８

号中「８２，６９２円」を「８７，９８４円」に改め、同号ア中「２９０万

円」を「３００万円」に改め、同項第９号中「９３，７１７円」を「９９，

７１５円」に改め、同項第１０号中「１０１，９８６円」を「１０８，５１

３円」に改め、同項第１１号中「１１０，２５６円」を「１１７，３１２
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円」に改める。  

 第１２条第２項中「前７日」を削り、同項に次のただし書を加える。  

ただし、納期限又は当該支払日までに当該申請書を提出できないことに

つき災害その他やむを得ない事由があると市長が認めた場合については、

当該納期限又は当該支払日の経過後市長が定める日までの間、当該申請書

を提出することができる。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 第１２条第２項の改正規定  公布の日  

 (2) 第２条の次に１条を加える改正規定及び第３条の改正規定並びに次項

の規定  平成３１年４月１日  

 （経過措置）  

２  改正後の第２条の２の規定は、前項第２号に掲げる規定の施行の日（以

下この項において「施行日」という。）以後に任命された上尾市介護認定

審査会の委員の任期から適用し、施行日前に任命された上尾市介護認定審

査会の委員の任期については、なお従前の例による。  

３  改正後の第５条第１項の規定は、平成３０年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、平成２９年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  平成３０年度から平成３２年度までの間における介護保険料の額を定め

るほか、介護認定審査会委員の任期を３年に改めたいので、この案を提出

する。  
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議案第３１号  

上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定

める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等

を定める条例の一部を改正する条例  

上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定

める条例（平成２６年上尾市条例第３９号）の一部を次のように改正する。  

第４条第１項第３号を次のように改める。  

(3 ) 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１４０条の６６第１項第１号イ (3 )に規定する主任介護支援専門

員をいう。）その他これに準ずる者  １人  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、地域包括支援センターに置く主任介護支援

専門員の定義を改める必要があるので、この案を提出する。  
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議案第３２号  

上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例  

上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２４年上尾市条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。  

目次中「第５節  指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及

「第５節  共生型地域密着型サービスに関する基準  

            第６節  指定療養通所介護の事業の基本方針並び  

（第５９条の２１・第５９条の２２）                   

に人員、設備及び運営に関する基準  」  

２２」を「第５９条の２３・第５９条の２４」に、「第５９条の２３・第５

９条の２４」を「第５９条の２５・第５９条の２６」に、「第５９条の２

５・第５９条の２６」を「第５９条の２７・第５９条の２８」に、「第５９

条の２７－第５９条の３８」を「第５９条の２９－第５９条の４０」に改め

る。  

 第１条中「指定地域密着型サービスの事業に係る」を削り、「とい

う。）」の次に「第７８条の２の２第１項各号並びに」を加え、「によ

り、」を「に基づき、共生型地域密着型サービス及び」に改める。  

 第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  

(6 ) 共生型地域密着型サービス  法第７８条の２の２第１項の申請に係る

法第４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サー

ビスをいう。  

 第６条第２項中「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準第６条第２項に規定する厚生労働大臣が定める者の全部を改正す

る件」を「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

び運営に関する基準」を  

に、「第５９条の２１・第５９条の  
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準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に改め、同項

ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者

として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改め、同条第

５項中「、午後６時から午前８時までの間において」を削り、同項に次の１

号を加える。  

 (12) 介護医療院（法第８条第２９項に規定する介護医療院をいう。以下同

じ。）  

第６条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、当該」を削り、同条

第８項中「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第１２項中

「場合に、」の次に「介護保険法施行条例（平成２４年埼玉県条例第６６号。

以下「県条例」という。）第６５条の規定によりその例によることとされ

た」を加え、「同条第５項」を「県条例第６５条の規定によりその例による

こととされた指定居宅サービス等基準第６０条第５項」に、「第１９１条第

１０項」を「第１９１条第１４項」に改める。  

第９条第１項中「利用申込者又は」を「当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護を受けるために申込みを行う者（以下この節において「利用申込

者」という。）又は」に改める。  

第１１条中「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」に改める。  

第１４条中「。第９３条第２項において「指定居宅介護支援等基準」とい

う。」を削り、「第５９条の２８及び第５９条の２９」を「第５９条の３０

及び第５９条の３１」に改める。  

第２４条各号中「ものとする」を「こと」に改める。  

第３２条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。  

第３８条第３項中「当該市職員」を「市の職員」に改める。  

第３９条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「には」の次

に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければなら

ない」を「行わなければならない」に改める。  

第４７条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事し

た経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以
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上）」に改める。  

第５１条各号中「ものとする」を「こと」に改める。  

第５９条の９第１号から第３号までの規定中「ものとする」を「こと」に

改め、同条第４号中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所

介護従業者」に、「ものとする」を「こと」に改め、同条第５号中「ものと

する」を「こと」に改め、同条第６号中「第５条の２」を「第５条の２第１

項」に、「ものとする」を「こと」に改める。  

第５９条の１０第５項中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着

型通所介護従業者」に改める。  

第５９条の３８中「第３４条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第５

９条の３６に規定する重要事項に関する規程」と、」を加え、「第５９条の

２６第４項」を「第５９条の２８第４項」に改め、第３章の２第５節第４款

中同条を第５９条の４０とし、第５９条の３３から第５９条の３７までを２

条ずつ繰り下げる。  

第５９条の３２第３項中「第５９条の３５第１項」を「第５９条の３７第

１項」に改め、同条を第５９条の３４とする。  

第５９条の３１第３項中「指定居宅サービス等基準第７０条第１項」を

「県条例第７４条第１項」に改め、同条を第５９条の３３とする。  

第５９条の３０各号中「ものとする」を「こと」に改め、同条を第５９条

の３２とする。  

第５９条の２９を第５９条の３１とし、第５９条の２８を第５９条の３０

とする。  

第５９条の２７第１項中「利用申込者又は」を「当該指定療養通所介護を

受けるために申込みを行う者（以下この項において「利用申込者」とい

う。）又は」に、「第５９条の３４」を「第５９条の３６」に、「運営規

程」を「重要事項に関する規程」に、「第５９条の３２第１項」を「第５９

条の３４第１項」に、「第５９条の３５第１項」を「第５９条の３７第１

項」に改め、同条を第５９条の２９とする。  

第３章の２第５節第３款中第５９条の２６を第５９条の２８とする。  

第５９条の２５中「９人」を「１８人」に改め、同条を第５９条の２７と

する。  

第３章の２第５節第２款中第５９条の２４を第５９条の２６とし、第５９
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条の２３を第５９条の２５とする。  

第３章の２第５節第１款中第５９条の２２を第５９条の２４とする。  

第５９条の２１中「第５９条の３１」を「第５９条の３３」に改め、同条

を第５９条の２３とする。  

第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。  

   第５節  共生型地域密着型サービスに関する基準  

 （共生型地域密着型通所介護の基準）  

第５９条の２１  地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以

下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事

業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下この条

において「指定障害福祉サービス等基準」という。）第７８条第１項に規

定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者

（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練

（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定

障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づく

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚

生労働省令第１５号。以下この条において「指定通所支援基準」とい

う。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として

重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項

に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせ

る事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する

指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条

第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症

心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通

所支援基準第６５条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。同号に

おいて同じ。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は、次のとおりとする。  

(1 ) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に
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規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事

業所（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自

立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業

所（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立

訓練（生活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通

所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）

又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準第６６条第１

項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号

において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該

指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス

等基準第７７条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機

能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１５５条に規定する指定自立

訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福

祉サービス等基準第１６５条に規定する指定自立訓練（生活訓練）をい

う。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この号

において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等

の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であると

した場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上

であること。  

(2 ) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供す

るため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。  

 （準用）  

第５９条の２２  第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第

２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第

５３条及び第５９条の２、第５９条の４、第５９条の５第４項並びに前節

（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業

について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「運営規程（第５９条の１２に規定する運営規

程をいう。第３４条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる

従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３
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４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし書の

場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着

型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合」と、第５９条の９第４号、第５９条

の１０第５項及び第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従業者」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の１９第２

項第２号中「次条において準用する第２０条第２項」とあるのは「第２０

条第２項」と、同項第３号中「次条において準用する第２８条」とあるの

は「第２８条」と、同項第４号中「次条において準用する第３８条第２

項」とあるのは「第３８条第２項」と読み替えるものとする。  

 第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、

同条第４項中「上尾市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年上尾市条例第３４

号。以下「予防基準条例」という。）」を「指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）」

に改め、同条第７項中「予防基準条例」を「上尾市指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

（平成２４年上尾市条例第３４号。以下「予防基準条例」という。）」に改

める。  

 第６４条第１項中「予防基準条例第７１条第１項」を「指定地域密着型介

護予防サービス基準第７０条第１項」に、「予防基準条例第８条第１項」を

「指定地域密着型介護予防サービス基準第８条第１項」に改める。  

 第６５条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規定するユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除
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く。）」を加え、「とする」を「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数

の合計が１日当たり１２人以下となる数とする」に改め、同条第２項中「第

８２条第７項」の次に「及び第１９１条第８項」を加える。  

第７０条各号中「ものとする」を「こと」に改める。  

 第８２条第１項中「予防基準条例」を「指定地域密着型介護予防サービス

基準」に、「本体事業所及び」を「本体事業所並びに」に改め、「他の同項

に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び

第１９１条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」を加え、同条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、

指定介護療養型医療施設」に改め、「。）」の次に「又は介護医療院」を加

え、同条第７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。  

 第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、

「第１９２条第２項」を「第１９２条第３項」に改める。  

第８４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第８５条第１項中「予防基準条例」を「指定地域密着型介護予防サービス

基準」に改める。  

第９２条第１号から第４号までの規定中「ものとする」を「こと」に改め、

同条第５号中「行ってはならない」を「行わないこと」に改め、同条第６号

中「記録しなければならない」を「記録すること」に改め、同条第７号中

「続くものであってはならない」を「続かないこと」に改め、同条第８号中

「提供しなければならない」を「提供すること」に改める。  

 第９３条第２項中「指定居宅介護支援等基準第１３条各号」を「上尾市指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成

３０年上尾市条例第   号）第１６条各号」に改める。  

 第１０３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え

る。  

第１１０条第１項中「予防基準条例第７１条第１項」を「指定地域密着型

介護予防サービス基準第７０条第１項」に、「予防基準条例第７０条」を

「指定地域密着型介護予防サービス基準第６９条」に改める。  

第１１１条第２項及び第１１２条中「介護老人保健施設」の次に「、介護
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医療院」を加える。  

第１１４条第２項中「入居申込者の」を「共同生活住居に入居するために

申込みを行う者（以下この条において「入居申込者」という。）の」に改め

る。  

第１１７条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。  

７  指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

(1 ) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。  

(2 ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

(3 ) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。  

第１２５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え

る。  

第１３０条第４項中「のうち１人以上、及び介護職員のうち」を「及び介

護職員のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次

に「、介護医療院」を加え、同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を

「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。  

(3 ) 介護医療院  介護支援専門員  

第１３３条第１項中「入居申込者又は」を「指定地域密着型特定施設に入

居するために申込みを行う者（以下この項及び次条第３項において「入居申

込者」という。）又は」に改める。  

第１３８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。  

６  指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

(1 ) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。  

(2 ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

(3 ) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。  
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第１５１条第３項ただし書中「この条」を「この項」に、「。）及び」を

「。）に」に、「）を併設する場合」を「以下この項において同じ。）を併

設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人

福祉施設の介護職員及び看護職員（県条例第３２９条の規定によりその例に

よることとされた同令第４７条第２項の規定に基づき配置される看護職員に

限る。）」に、「指定地域密着型介護老人福祉施設及び」を「指定地域密着

型介護老人福祉施設に」に改め、「場合の」の次に「指定地域密着型介護老

人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の」を加え、同

条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第８

項第２号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」

に改め、同項に次の１号を加える。  

(4 ) 介護医療院  栄養士又は介護支援専門員  

第１５１条第１３項中「予防基準条例」を「指定地域密着型介護予防サー

ビス基準」に改め、同条第１６項中「予防基準条例第４４条第１項」を「指

定地域密着型介護予防サービス基準第４４条第１項」に改める。  

第１５３条中「入所申込者が」を「当該指定地域密着型介護老人福祉施設

に入所するために申込みを行う者（以下この節において「入所申込者」とい

う。）が」に改め、「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を

加える。  

第１５６条第３項第３号中「を定める件」を削る。  

第１５７条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。  

６  指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。  

(1 ) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。  

(2 ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

(3 ) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。  

第１６５条の次に次の１条を加える。  

 （緊急時等の対応）  

第１６５条の２  指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型
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介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状

の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５１条第

１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法

を定めておかなければならない。  

第１６８条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次

の１号を加える。  

(6 ) 緊急時等における対応方法  

第１７１条第２項第４号中「を定める件」を削る。  

第１８２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。  

８  ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

(1 ) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。  

(2 ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

(3 ) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。  

第１８６条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次

の１号を加える。  

(7 ) 緊急時等における対応方法  

第１９０条中「指定居宅サービス等基準第５９条」を「県条例第６４条」

に改める。  

第１９１条第１項中「（本体事業所」を「（第８２条第７項に規定する本

体事業所」に、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所（予防基準条例」を「及びサテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準」に改め、「の登録

者」の次に「、第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者、同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、

当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機



                   －65－ 

能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第８２条第７項に規定するサ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者」を加え、「同項」

を「第６項」に改め、同条第６項中「（本体事業所」を「（第８２条第７項

に規定する本体事業所」に、「、当該本体事業所」を「当該本体事業所」に、

「含む」を「、第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、

その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行

う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む」に改め、同条第７項に次の１号

を加える。  

(5 ) 介護医療院  

第１９１条第１０項中「場合に、」の次に「県条例第６５条の規定により

その例によることとされた」を加え、「同条第４項」を「県条例第６５条の

規定によりその例によることとされた指定居宅サービス等基準第６０条第４

項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第９項を同条第１２項とし、同

項の次に次の１項を加える。  

１３  第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サ

ービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看

護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働

大臣が定める研修を修了している者（第１９９条において「研修修了者」

という。）を置くことができる。  

第１９１条中第８項を第１１項とし、第７項の次に次の３項を加える。  

８  第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を

求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供で

きる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居

宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以

上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置され

る当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業
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所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの

（以下この章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運

営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものを

いう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多

機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、２人以上とすることができる。  

９  第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所におい

て宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う

看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。  

１０  第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。  

第１９２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」

の次に「、介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に

次の１項を加える。  

２  前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。  

第１９３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第１９４条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項中、「こ

の章において」を削り、同項第１号中「、登録定員」を「登録定員」に、

「利用定員）」を「利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては１２人）」に改め、同項第２号中「９人」の次に「（サ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）」を

加える。  

第１９５条第２項第２号に次のように加える。  

オ  指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であっ

て、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提



                   －67－ 

供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊

室を兼用することができる。  

第１９７条第１号から第４号までの規定中「ものとする」を「こと」に改

め、同条第５号中「行ってはならない」を「行わないこと」に改め、同条第

６号中「記録しなければならない」を「記録すること」に改め、同条第７号

中「続くものであってはならない」を「続かないこと」に改め、同条第８号

中「提供しなければならない」を「提供すること」に改め、同条第９号及び

第１０号中「行わなければならない」を「行うこと」に改め、同条第１１号

中「行ってはならない」を「行わないこと」に改める。  

第１９９条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９１条第１３項の

規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同

じ。）」を加える。  

第２０２条中「第８９条」を「第８７条中「第８２条第１２項」とあるの

は「第１９１条第１３項」と、第８９条」に改める。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、本市の指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を当該厚生労働省令で定める基準と同様の

ものに改めたいので、この案を提出する。  
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議案第３３号  

上尾市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について  

上尾市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  

上尾市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例（平成２４年上尾市条例第３４号）の一部を

次のように改正する。  

 第４条中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。  

 第５条第１項中「社会福祉施設」を「介護医療院、社会福祉施設」に改め、

同条第４項中「上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２４年上尾市条例第３３号。以下「基準条

例」という。）第６１条第１項」を「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定

地域密着型サービス基準」という。）第４２条第１項」に改め、同条第７項

中「基準条例」を「上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２４年上尾市条例第３３号。以下「基

準条例」という。）」に改める。  

第６条第２項中「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準第６条第２項に規定する厚生労働大臣が定める者の全部を改正す

る件」を「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方
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法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に改める。  

 第８条第１項中「基準条例第１１０条第１項」を「指定地域密着型サービ

ス基準第９０条第１項」に、「基準条例第１２９条第１項」を「指定地域密

着型サービス基準第１０９条第１項」に、「基準条例第１５０条第１項」を

「指定地域密着型サービス基準第１３０条第１項」に、「基準条例第１７８

条」を「指定地域密着型サービス基準第１５８条」に、「基準条例第６４条

第１項」を「指定地域密着型サービス基準第４５条第１項」に改める。  

 第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第１５８

条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。）を除く。）」を、「以下」の次に「とし、ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数」を

加える。  

 第１１条第１項中「利用申込者又は」を「当該指定介護予防認知症対応型

通所介護を受けるために申込みを行う者（以下この節において「利用申込

者」という。）又は」に改める。  

第１３条中「当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」を「指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所」に改める。  

 第１６条中「。第６７条第２号において「指定介護予防支援等基準」とい

う。」を削る。  

第３６条第３項中「当該職員」を「市の職員」に改める。  

第４２条第１号中「ものとする」を「こと」に改め、同条第２号及び第３

号中「作成しなければならない」を「作成すること」に改め、同条第４号中

「得なければならない」を「得ること」に改め、同条第５号中「交付しなけ

ればならない」を「交付すること」に改め、同条第６号から第１１号までの

規定中「ものとする」を「こと」に改め、同条第１２号中「報告しなければ

ならない」を「報告すること」に改め、同条第１３号中「ものとする」を

「こと」に改め、同条第１４号中「準用する」の次に「こと」を加える。  

第４４条第１項中「基準条例第８２条第１項」を「指定地域密着型サービ

ス基準第６３条第１項」に、「基準条例第８１条」を「指定地域密着型サー
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ビス基準第６２条」に改め、同条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施

設」を「、指定介護療養型医療施設」に改め、「。）」の次に「又は介護医

療院」を加え、同条第７項中「基準条例第１９１条第１項」を「指定地域密

着型サービス基準第１７１条第１項」に改め、「。第４５条第３項及び第４

６条において同じ」を削る。  

 第４５条第１項中「基準条例第６条第１項」を「指定地域密着型サービス

基準第３条の４第１項」に、「基準条例第４７条第１項」を「指定地域密着

型サービス基準第６条第１項」に改め、「。以下「指定居宅サービス等基

準」という。」を削り、「（指定居宅サービス等基準」を「（同令」に改め、

同条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「基準

条例第１９３条」を「指定地域密着型サービス基準第１７３条」に改める。  

第４６条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第４７条第１項中「基準条例第８２条第１項」を「指定地域密着型サービ

ス基準第６３条第１項」に改める。  

第６０条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

 第６７条第１号中「ものとする」を「こと」に改め、同条第２号中「指定

介護予防支援等基準第３０条各号」を「上尾市指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年上尾市条例第３８号）第

３３条各号」に、「指定介護予防支援等基準第３１条各号」を「同条例第３

４条各号」に、「ものとする」を「こと」に改め、同条第３号中「行わなく

てはならない」を「行うこと」に改め、同条第４号中「努めなければならな

い」を「努めること」に改め、同条第５号中「得なければならない」を「得

ること」に改め、同条第６号中「交付しなければならない」を「交付するこ

と」に改め、同条第７号から第１０号までの規定中「ものとする」を「こ

と」に改め、同条第１１号中「続くものであってはならない」を「続かない

こと」に改め、同条第１２号中「提供しなければならない」を「提供するこ

と」に改め、同条第１３号及び第１４号中「ものとする」を「こと」に改め、

同条第１５号中「準用する」の次に「こと」を加える。  

第７１条第１項中「基準条例第１１０条第１項」を「指定地域密着型サー

ビス基準第９０条第１項」に、「基準条例第１０９条」を「指定地域密着型

サービス基準第８９条」に改める。  
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第７２条第２項及び第７３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療

院」を加える。  

 第７５条第２項中「入居申込者の」を「共同生活住居に入居するために申

込みを行う者（以下この条において「入居申込者」という。）の」に改める。  

第７８条に次の１項を加える。  

３  指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

(1 ) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。  

(2 ) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

(3 ) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。  

 第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第８８条第１号及び第２号中「ものとする」を「こと」に改め、同条第３

号中「努めなければならない」を「努めること」に改め、同条第４号中「得

なければならない」を「得ること」に改め、同条第５号中「交付しなければ

ならない」を「交付すること」に改め、同条第６号から第８号までの規定中

「行わなければならない」を「行うこと」に改め、同条第９号及び第１０号

中「ものとする」を「こと」に改め、同条第１１号中「準用する」の次に

「こと」を加える。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、本市の指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を当該厚生労働省令で

定める基準と同様のものに改めたいので、この案を提出する。  
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議案第３４号  

上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の制定について  

上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例  

目次  

第１章  総則（第１条―第３条）  

第２章  基本方針（第４条）  

第３章  人員に関する基準（第５条・第６条）  

第４章  運営に関する基準（第７条―第３２条）  

第５章  基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）  

附則  

第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）第４７条第１項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定

に基づき、基準該当居宅介護支援及び指定居宅介護支援の事業の人員及

び運営に関する基準を定めるとともに、法第７９条第２項第１号の規定

に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定に必要な申請者の要件を定め

るものとする。  

（定義）  

第２条  この条例で使用する用語の意義は、この条例で定めるもののほか、

法で使用する用語の例による。  

（指定居宅介護支援事業者の指定に必要な申請者の要件）  

第３条  法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。  

第２章  基本方針  

第４条  指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立
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した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなけれ

ばならない。  

２  指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環

境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福

祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮して行われるものでなければならない。  

３  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利

用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提

供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス

事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者（以下「指定居宅サービ

ス事業者等」という。）に不当に偏することのないよう、公正中立に行

わなければならない。  

４  指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支

援センター、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の

２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指

定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条

の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努

めなければならない。  

第３章  人員に関する基準  

（従業者の員数）  

第５条  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居

宅介護支援事業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援

の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければ

ならない。  

２  前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すご

とに１とする。  

（管理者）  

第６条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の

管理者を置かなければならない。  

２  前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号）第１４０条の６６第１号イ ( 3 )に規定する主任介護支援専門員でな
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ければならない。  

３  第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければなら

ない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

(1 ) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職

務に従事する場合  

(2 ) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管

理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）  

第４章  運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第７条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、当該指定居宅介護支援を受けるために申込みを行う者（以

下「利用申込者」という。）又はその家族に対し、第２１条に規定する

運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につ

いて利用申込者の同意を得なければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あ

らかじめ、居宅サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の

希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス

事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、

理解を得なければならない。  

３  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療

所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければなら

ない。  

４  指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった

場合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めると

ころにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を使用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、

当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。  
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 (1 ) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの  

ア  指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法  

イ  指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通

じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事

項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受

けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法）  

(2 ) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファ

イルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法  

５  前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出

力することによる文書を作成することができるものでなければならない。  

６  第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の

使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

７  指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要

事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその

家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、

文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。  

(1 ) 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用する

もの  

 (2 ) ファイルへの記録の方式  

８  前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込

者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受

けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第

１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た
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だし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場

合は、この限りでない。  

（提供拒否の禁止）  

第８条  指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提

供を拒んではならない。  

（サービス提供困難時の対応）  

第９条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の通常の事業

の実施地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援

を提供する地域をいう。第１３条第２項及び第２１条第５号において同

じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提

供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者

の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。  

（受給資格等の確認）  

第１０条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められ

た場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要

介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。  

（要介護認定の申請に係る援助）  

第１１条  指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請に

ついて、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならな

い。  

２  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要

介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該

利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援

助を行わなければならない。  

３  指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該

利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行わ

れるよう、必要な援助を行わなければならない。  

（身分を証する書類の携行）  

第１２条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその

家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければなら
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ない。  

（利用料等の受領）  

第１３条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４

項の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業

者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費

用に係る対価をいう。以下同じ。）と、居宅介護サービス計画費の額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を

行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることがで

きる。  

３  指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。  

（保険給付の請求のための証明書の交付）  

第１４条  指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について

前条第１項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載し

た指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならな

い。  

（指定居宅介護支援の基本取扱方針）  

第１５条  指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われな

ければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。  

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  

第１６条  指定居宅介護支援は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき、次に掲げる具体的な取扱方針にのっとり行

われなければならない。  

(1 ) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス
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計画の作成に関する業務を担当させること。  

(2 ) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行うこと。  

(3 ) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の

自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族

の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行

われるようにすること。  

(4 ) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の

日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保

健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活

動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付ける

よう努めること。  

(5 ) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利

用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅

サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に

利用者又はその家族に対して提供すること。  

(6 ) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方

法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている

指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者

が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。  

(7 ) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（次号及び

第１３号において「アセスメント」という。）に当たっては、利用者

の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこと。この場合

において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対

して十分に説明し、理解を得ること。  

(8 ) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメント

の結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅

サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把

握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合

せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的
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な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目

標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービ

スを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を

作成すること。  

(9 ) 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サー

ビス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（

以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。

以下この条及び第２６条第３項において同じ。）の開催により、利用

者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サー

ビス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めること。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）

の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条におい

て「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合そ

の他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会

等により意見を求めることができるものとする。  

 (10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、

当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対

して説明し、文書により利用者の同意を得ること。  

 (11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅

サービス計画を利用者及び担当者に交付すること。  

 (12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ

ス事業者等に対して、訪問介護計画（介護保険法施行条例（平成２４

年埼玉県条例第６６号）第２５条第１項に規定する訪問介護計画をい

う。）等同条例において位置付けられている計画の提出を求めること。  

 (13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画

の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。

）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス

事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。  

 (14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情

報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、
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口腔
くう

機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要

と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又

は薬剤師に提供すること。  

 (15) 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（イにおい

て「モニタリング」という。）に当たっては、利用者及びその家族、

指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の

事情のない限り、次に定めるところにより行うこと。  

ア  少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する

こと。  

イ  少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。  

 (16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会

議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者

から、専門的な見地からの意見を求めること。ただし、やむを得ない

理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求め

ることができるものとする。  

ア  要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合  

イ  要介護認定を受けている利用者が法第２９条第２項において準用す

る法第２７条第７項又は法第３０条第１項の規定による要介護状態

区分の変更の認定を受けた場合  

 (17) 第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービ

ス計画の変更について準用すること。  

 (18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総

合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅にお

いて日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介

護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への

紹介その他の便宜の提供を行うこと。  

 (19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする

要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行

できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うこ

と。  

 (20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数

以上の訪問介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号にお
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いて同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討

し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するととも

に、当該居宅サービス計画を市に届け出ること。  

 (21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等

の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利

用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めること。  

 (22) 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成

した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付すること。  

 (23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテ

ーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サ

ービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものと

し、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっ

ては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点から

の留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行

うこと。  

 (24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期

入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自

立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状

況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護

及び短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおお

むね半数を超えないようにすること。  

 (25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける

場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画

に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時

サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性

について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある

場合にはその理由を居宅サービス計画に記載すること。  

 (26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付

ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス

計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載すること。  

 (27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意

見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しく
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は地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者

にその趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着

型サービスの種類については、その変更の申請をすることができるこ

とを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サー

ビス計画を作成すること。  

 (28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を

受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な

情報を提供する等の連携を図ること。  

 (29) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基

づき、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を

受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援

事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮す

ること。  

 (30) 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基

づき、同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うため

の資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった

場合には、これに協力するよう努めること。  

（法定代理受領サービスに係る報告）  

第１７条  指定居宅介護支援事業者は、毎月、市（法第４１条第１０項の規

定により同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康

保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５

条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委

託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居

宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち

法定代理受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅介護サービ

ス費が利用者に代わり指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該

居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位置付け

たものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基

準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に

必要な情報を記載した文書を、市（当該事務を国民健康保険団体連合会

に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し
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て提出しなければならない。  

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付）  

第１８条  指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の

利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受

けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、

直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなけれ

ばならない。  

（利用者に関する市への通知）  

第１９条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用

者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を

市に通知しなければならない。  

(1 ) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わ

ないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。  

(2 ) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けよう

としたとき。  

（管理者の責務）  

第２０条  指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業

所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の

申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わ

なければならない。  

２  指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。  

（運営規程）  

第２１条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（第２５条におい

て「運営規程」という。）を定めるものとする。  

(1 ) 事業の目的及び運営の方針  

(2 ) 職員の職種、員数及び職務内容  

(3 ) 営業日及び営業時間  

(4 ) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額  

(5 ) 通常の事業の実施地域  
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(6 ) その他運営に関する重要事項  

（勤務体制の確保）  

第２２条  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支

援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員そ

の他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定

居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当

させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務について

は、この限りでない。  

３  指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、そ

の研修の機会を確保しなければならない。  

（設備及び備品等）  

第２３条  指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画

を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。  

（従業者の健康管理）  

第２４条  指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健

康状態について、必要な管理を行わなければならない。  

（掲示）  

第２５条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい

場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。  

（秘密保持）  

第２６条  指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者

が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。  

３  指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の

個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用
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いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければ

ならない。  

（広告）  

第２７条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広

告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはな

らない。  

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等）  

第２８条  指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、

居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービス

を位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。  

２  指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサ

ービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。  

３  指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又

は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサー

ビスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金

品その他の財産上の利益を収受してはならない。  

（苦情処理）  

第２９条  指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は

自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項にお

いて「指定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情

の内容等を記録しなければならない。  

３  指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法

第２３条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の

求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦

情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。  

４  指定居宅介護支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改
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善の内容を市に報告しなければならない。  

５  指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険

団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなけれ

ばならない。  

６  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの

苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号

の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国

民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

７  指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなけ

ればならない。  

（事故発生時の対応）  

第３０条  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の

提供により事故が発生した場合には速やかに市、当該利用者の家族等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った

処置について記録しなければならない。  

３  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。  

（会計の区分）  

第３１条  指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しな

ければならない。  

（記録の整備）  

第３２条  指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。  

２  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に

関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。  
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(1 ) 第１６条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整

に関する記録  

(2 ) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳  

ア  居宅サービス計画  

イ  第１６条第７号に規定するアセスメントの結果の記録  

ウ  第１６条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録  

エ  第１６条第１５号に規定するモニタリングの結果の記録  

(3 ) 第１９条に規定する市への通知に係る記録  

(4 ) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

(5 ) 第３０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録  

第５章  基準該当居宅介護支援に関する基準  

（準用）  

第３３条  第２章から前章（第２９条第６項及び第７項を除く。）までの規

定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合におい

て、第７条第１項中「第２１条」とあるのは「第３３条において準用す

る第２１条」と、第１３条第１項中「指定居宅介護支援（法第４６条第

４項の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事

業者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居

宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の」とあるのは「特例居宅

介護サービス計画費の」と読み替えるものとする。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１６条（第

２０号に係る部分に限る。）の規定は、平成３０年１０月１日から施行す

る。  

 （管理者に係る経過措置）  

２  平成３３年３月３１日までの間は、第６条２項の規定にかかわらず、介

護支援専門員（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ (3 )に規定す

る主任介護支援専門員を除く。）を第６条第１項に規定する管理者とする

ことができる。  
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提案理由  

介護保険法の一部改正に伴い、本市の指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準等を定めたいので、この案を提出する。  
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議案第３５号  

上尾市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例  

上尾市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２６年上尾市条例第３８号）の一部を次のように改正する。  

第４条第１項中「のできる」を「ができる」に改め、同条第３項中「特定

の介護予防サービス事業者」を「特定の指定介護予防サービス事業者」に、

「地域密着型介護予防サービス事業者」を「指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者」に、「介護予防サービス事業者等」を「指定介護予防サービス事

業者等」に改め、同条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加

える。  

第７条第１項中「利用申込者又は」を「当該指定介護予防支援を受けるた

めに申込みを行う者（以下「利用申込者」という。）又は」に改め、同条第

２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者

等を紹介するよう求めることができる」に改め、同条第７項を同条第８項と

し、同条第６項中「第３項の」を「第４項の」に改め、同項第１号中「第３

項各号」を「第４項各号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中

「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項を同条第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第７項」に改め、

「記すべき」の次に「第１項に規定する」を加え、同項を同条第４項とし、
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同条第２項の次に次の１項を加える。  

３  指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所

に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院

又は診療所に伝えるよう求めなければならない。  

第９条中「当該事業所」を「指定介護支援事業所」に、「以下」を「第２

０条第５号において」に改める。  

第１２条中「当該指定介護予防支援事業所」を「指定介護予防支援事業

所」に改める。  

第１４条中「場合には」を「場合は」に改める。  

第１６条第１項中「当該指定介護予防サービス事業者」を「指定介護予防

サービス事業者」に改める。  

第２０条中「として次に掲げる事項」を削る。  

第２８条第３項中「当該市の」を「市の」に改める。  

第２９条第１項中「及び利用者」を「、当該利用者」に改める。  

第３１条第２項第２号エ中「第３３条第１５号」を「第３３条第１６号」

に改め、同号オ中「第３３条第１６号」を「第３３条第１７号」に改める。  

第３２条第１項中「行わなければならない」を「行われなければならな

い」に改める。  

第３３条中「のっとり行わなければならない」を「のっとり行われなけれ

ばならない」に改め、同条第７号中「行わなければならないこと」を「行う

こと」に改め、同条第９号中「のために」の次に「、利用者及びその家族の

参加を基本としつつ」を加え、同条中第２８号を第３０号とし、第２７号を

第２９号とし、同条第２６号中「の種類若しくは」を「若しくは」に、「介

護予防サービス若しくは」を「介護予防サービス又は」に改め、「申請」の

次に「をすること」を加え、同号を同条第２８号とし、同条中第２５号を第

２７号とし、第２４号を第２６号とし、第２３号を第２５号とし、同条第２

２号中「もの」を「こと」に、「留意点」を「留意事項」に改め、同号を同

条第２４号とし、同条第２１号中「次号」の次に「及び第２４号」を加え、

同号を同条第２２号とし、同号の次に次の１号を加える。  

( 2 3 ) 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成し

た際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付すること。  
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第３３条中第２０号を第２１号とし、第１９号を第２０号とし、第１８号

を第１９号とし、同条第１７号イ中「利用者が」の次に「法３３条の２第２

項において準用する法第３２条第６項又は法第３３条の３第１項の規定によ

る」を加え、同号を同条第１８号とし、同条第１６号中「以下」を「ウにお

いて」に改め、同号イ中「同条例」を「介護保険法施行条例」に改め、同号

を同条第１７号とし、同条中第１５号を第１６号とし、第１４号の次に次の

１号を加える。  

( 1 5 ) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報

の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口

腔
くう

機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認

めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤

師に提供すること。  

第３４条第１号中「口腔
くう

」を「口腔」に改める。  

第３５条中「の額」」を「の」」に改める。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、本市の指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を当該厚生労働省令で定める基準と同様のものに改めた

いので、この案を提出する。  



                   －92－ 

議案第３６号  

   上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

   上尾市都市公園条例の一部を改正する条例  

 上尾市都市公園条例（昭和４８年上尾市条例第２８号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第２条の４を第２条の５とし、第２条の３の次に次の１条を加える。  

 （運動施設の敷地面積の基準）  

第２条の４  一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公

園の敷地面積に対する割合は、１００分の５０を超えてはならない。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

都市公園法施行令の一部改正に伴い、一の都市公園に設ける運動施設の

敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合の限度を定めたい

ので、この案を提出する。  



                   －93－ 

議案第３７号  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例  

上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成２年上尾

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

別表第１に次のように加える。  

上尾道路沿道中新井・堤

崎地区地区整備計画区域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告

示された上尾道路沿道中新井・堤崎地区地

区計画の区域のうち地区整備計画が定めら

れた区域  

別表第２に次のように加える。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
－

9
4
－

 

２４ 上尾道路沿道中新井・堤崎地区地区整備計画区域 

計画地区  １  ２  ３  ４  ５  ６  

建築物の用途の制限  建 築 物

の 容 積

率 の 最

高 限 度 

建 築 物

の 建 蔽

率 の 最

高限度  

建 築 物 の

敷 地 面 積

の 最 低 限

度  

壁面の位置の制限  建築物の最

高の高さ及

び各部分の

高さ  

上尾道路

沿道中新

井・堤崎

地区地区

計画の計

画図に表

示する地

区計画区

域 

(1) 公衆浴場  

(2) 診療所  

(3) 神社、寺院、教会

その他これらに類す

るもの   

(4)  老 人 福 祉 セ ン タ

ー、児童厚生施設そ

の他これらに類する

もの  

(5) サービス業を営む

店舗  

(6) 倉庫（遺体を保管

する施設その他これ

らに類するものに限

る。）  

(7) 工場（エンバーミ

ング施設（薬剤を使

用した遺体の保存、

修復等の作業を行う

ことを目的とした施

設をいう。）その他

  ９ ， ０

０ ０ ㎡ と

す る 。 た

だ し 、 次

に 掲 げ る

も の は 、

こ の 限 り

でない。  

(1)  公衆便

所、巡査

派出所そ

の他これ

らに類す

る建築物

で公益上

必要なも

の  

(2)  公園、

広場、道

路、川そ

の他これ

建築物の外壁等の面から

敷地境界線までの距離は、

５ｍ以上でなければならな

い。ただし、次に掲げるも

のは、この限りでない。  

(1)  同一敷地内にある建築

物に附属する守衛室その

他これに類する建築物の

部分で床面積の合計が３

０㎡未満のもの  

(2)  公衆便所、巡査派出所

その他これらに類する建

築物で公益上必要なもの  

建 築 物 の

最高の高さ

は、３７ｍ

以下とする。  
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これに類するものに

限る。）  

(8) 自動車教習所  

(9) 畜舎  

(10)  カラオケボック

スその他これに類す

るもの  

(11)  廃棄物の処理及

び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第

１３７号）に規定す

る一般廃棄物及び産

業廃棄物の処理業の

用に供するもの  

(12) 火葬場  

(13)  墓地の管理の用

に供するもの（墓地

の利用者に供するも

のを含む。）  

らに類す

るものの

内にある

建築物で 

安全上、

防火上及

び衛生上

支障がな

いもの  



                   －96－ 

附  則  

この条例は、上尾道路沿道中新井・堤崎地区地区計画を定めるため上尾都

市計画地区計画を変更する都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定による告示があった日

又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾道路沿道中新井・堤崎地区が市街化区域に編入され、工業専用地域

となることに合わせて、当該地区における建築物の用途等に関し、その地

域特性に鑑みた制限を実効性のある条例上の措置として定めたいので、こ

の案を提出する。  



                   －97－ 

議案第３８号  

建築基準法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて  

建築基準法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように

定める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

建築基準法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例  

（上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正）  

第１条  上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成２

年上尾市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

第４条の２の見出し及び同条第１項並びに別表第２中「建ぺい率」を

「建蔽率」に改める。  

（上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例の一部改正）  

第２条  上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。  

別表第２の８の項中「又は第１３項ただし書」を「、第１３項ただし書

又は第１４項ただし書」に改め、同表１１の項、２０の項、２３の項、２

８の項、３４の項及び４５の項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。  

（上尾市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の一部改正）  

第３条  上尾市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例（平成２

１年上尾市条例第３９号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「第９条第１３項」を「第９条第１４項」に改める。  

第４条第１項第１号中「別表第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に

改める。  

附  則  

この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（平成３０年４月１日）から

施行する。  

 

 

 



                   －98－ 

提案理由  

建築基準法等の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるので、こ

の案を提出する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   －99－ 

議案第３９号  

公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

  平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市民体育館  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

   理事長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市民体育館の管理に関し、指定管理者を指定したいので、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  



                   －100－ 

議案第４０号  

埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少につい

て  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

平成３０年３月３１日をもって埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区

衛生組合を脱退させることについて、議決を求める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退させること

について協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を

提出する。  



                   －101－ 

議案第４１号  

埼玉県市町村総合事務組合規約の変更について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

埼玉県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、議決を

求める。  

平成３０年２月２２日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約  

埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を

次のように変更する。  

別表第１及び別表第２第４条第１号に掲げる事務の項組合市町村の欄中

「北本地区衛生組合  入間東部地区衛生組合」を「北本地区衛生組合」に、

「入間東部地区消防組合」を「入間東部地区事務組合」に改める。  

附  則  

この規約は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

入間東部地区消防組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規

約を変更することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定

により、この案を提出する。  



                   －102－ 

議案第４２号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

路線認定調書  

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

１０７７６号線  
上尾市大字小敷谷字木

戸６６番地先  

上尾市大字小敷谷字木

戸６６番地先  
 

２１７５８号線  
上尾市小泉九丁目２５

番地先  

上尾市小泉九丁目２５

番地先  
 

２１７５９号線  
上尾市小泉九丁目２５

番地先  

上尾市小泉九丁目２５

番地先  
 

２１７６０号線  
上尾市小泉七丁目３０

番地先  

上尾市小泉七丁目３０

番地先  
 

２１７６１号線  
上尾市小泉九丁目１番

地先  

上尾市小泉九丁目１番

地先  
 

２１７６２号線  
上尾市小泉六丁目３３

番地先  

上尾市小泉六丁目３３

番地先  
 

２１７６３号線  
上尾市小泉五丁目２２

番地先  

上尾市小泉五丁目２２

番地先  
 

２１７６４号線  
上尾市小泉三丁目１１

番地先  

上尾市小泉三丁目１１

番地先  
 

２１７６５号線  
上尾市浅間台一丁目１

９番地先  

上尾市浅間台一丁目１

９番地先  
 

２１７６６号線  
上尾市中妻五丁目２２

番地先  

上尾市中妻五丁目２２

番地先  
 

２１７６７号線  
上尾市春日一丁目３１

番地先  

上尾市春日一丁目３１

番地先  
 

３１１９１号線  
上尾市大字平塚字大砂

２１６４番地先  

上尾市大字平塚字大砂

２１６４番地先  
 

５１１３３号線  
上尾市日の出三丁目４

８１番地先  

上尾市日の出三丁目４

８２番地先  
 

５１１３４号線  
上尾市日の出三丁目４

８２番地先  

上尾市日の出三丁目４

８３番地先  
 



                   －103－ 

提案理由  

  寄附を受けた私道及び都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市

道路線として認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、この案

を提出する。  



                   －104－ 

議案第４３号  

   公平委員会委員の選任について  

 上尾市公平委員会委員に下記の者を選任することについて、同意を求める。  

  平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   河  原  塚  貴  美  代  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  公平委員会委員河原塚貴美代氏の任期は、平成３０年３月３１日で満了

となるが、同氏を再び選任することについて同意を得たいので、地方公務

員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出する。  



                   －105－ 

議案第４４号  

   公平委員会委員の選任について  

 上尾市公平委員会委員に下記の者を選任することについて、同意を求める。  

  平成３０年２月２２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

  ○○○○○○○○○○○○  

   福  地  輝  久  

    ○○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  欠員中の公平委員会委員に福地輝久氏を選任することについて同意を得

たいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出す

る。  


